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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　火格子燃焼設備の燃焼残滓の品質を改善する方法において、
　該火格子燃焼設備は、
　ａ）燃焼火格子（１）を備えた固定床燃焼方式の燃焼ベッド（１４）と、
　ｂ）該燃焼火格子（１）上方に配置された燃焼室（１５）と
を有し、
　前記燃焼ベッド（１４）は、前記燃焼火格子上で移動する燃料の送り方向に順次配置さ
れた複数の固定床燃焼区域（Ｐ１～Ｐ４）に分けられており、
　酸素を含有する１次ガス（７）が、前記複数の固定床燃焼区域（Ｐ１～Ｐ４）のうち前
記燃料が最初に供給される第１の固定床燃焼区域（Ｐ１）を通流するか、または、該第１
の固定床燃焼区域（Ｐ１）と、前記燃料の送り方向で見て該第１の固定床燃焼区域に後置
された第２の固定床燃焼区域（Ｐ２，Ｐ３）とを通流し、
　前記燃料の送り方向で見て前記第１または第２の固定床燃焼区域（Ｐ１～Ｐ３）に後置
された少なくとも１つの第３の固定床燃焼区域（Ｐ４）に、
　・該燃焼室（１５）から直接出てきた高温の燃焼ガスを持続的に通流させるか、または
、
　・前記燃焼ガスと前記１次ガスとを時間的に交互に通流させる
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
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　前記第３の固定床燃焼区域（Ｐ４）は、前記複数の固定床燃焼区域（Ｐ１～Ｐ４）のう
ち前記燃料が供給される最後の固定床燃焼区域を含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記燃焼ガスは、前記第３の固定床燃焼区域（Ｐ４）において前記燃焼ベッドを上方か
ら下方へ通流する、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　前記第３の固定床燃焼区域（Ｐ４）内の燃焼ガスを、前記第１の固定床燃焼区域（Ｐ１

）または前記第２の固定床燃焼区域（Ｐ２，Ｐ３）へ供給する、請求項１から３までのい
ずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　前記燃焼室（１５）から直接出てきた燃焼ガスを、前記第１または第２の固定床燃焼区
域（Ｐ１～Ｐ３）の１つまたは複数の１次ガス流（７）に添加混合し、該１次ガス流とと
もに下方から上方へ前記燃焼ベッド（１４）を通って案内する、請求項１から４までのい
ずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　前記高温の燃焼ガスを吸引手段によって、前記第３の固定床燃焼区域（Ｐ４）の燃焼ベ
ッド（１４）を通って吸引する、請求項１から５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　前記燃焼火格子（１）の下方で冷却空気が流入するように構成されている、請求項１か
ら６までのいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　前記第３の固定床燃焼区域（Ｐ４）の領域における燃焼ベッドでは、６００℃～前記燃
焼残滓の融点の間の温度が発生する、請求項１から７までのいずれか１項記載の方法。
【請求項９】
　前記第３の固定床燃焼区域（Ｐ４）の領域における前記燃焼ベッド（１４）の燃焼ベッ
ド表面上で測定される温度は８００～１０００℃の間にされる、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記燃焼室（１５）から直接出てきて前記第３の固定床燃焼区域（Ｐ４）の燃焼火格子
（１）の直下を通る燃焼ガス中の酸素含有量または一酸化炭素含有量または温度の測定を
行い、
　・前記燃焼ガスの酸素濃度が最低酸素濃度を下回る場合、または、
　・前記燃焼ガスの一酸化炭素濃度が最大一酸化炭素濃度を超える場合
には、前記第１または第２の固定床燃焼区域（Ｐ１～Ｐ３）における１次ガス供給（７）
を増大する、請求項１から９までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１１】
　前記最低酸素濃度は１０Ｖｏｌ％であり、前記最大一酸化炭素濃度は１Ｖｏｌ％である
、請求項１０記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえば請求項１に記載の火格子燃焼設備の燃焼残滓品質、たとえば廃棄物
燃焼設備の燃焼残滓品質を改善する方法に関する。
【０００２】
　燃焼火格子上で行われる固体の燃料の燃焼、例えば廃棄物、バイオマスまたは石炭の燃
焼は理想的には、順次行われる部分プロセスに区分することができ、乾燥プロセスと、揮
発性成分の脱ガスプロセスと、残留炭素の焼却プロセスと、火格子灰の焼結プロセスとに
区分することができる。しかし実際の火格子燃焼設備では、とりわけ前送り火格子での燃
料の混合は非常に悪く、上記部分プロセスは火格子長さ上で相互に重なってしまう。
【０００３】
　可燃性の燃料成分は主に、乾燥後に分離される揮発性の成分中に集中する。脱ガスで分
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離された高発熱量のこのようなガスは、局在する酸素に依存して部分的に燃焼し、主に燃
焼ベッドの上方で燃焼することにより、局所的な排ガス温度が大きく上昇する。燃焼ベッ
ドに残留する固化した炭素は、炭素インベントリー（Kohlenstoffinventar）のうち小さ
い割合にしかならないが、完全燃焼するためには格段に長い時間を要する。それゆえ、残
留炭素燃焼のための領域は、火格子の過度に大きな領域を占める。残滓燃焼区域の領域に
おいて温度を上昇して、固化した炭素の燃焼速度を上昇することにより、一般的には残滓
品質の改善の他に、燃料処理量の上昇も可能になる。これらの作用は双方とも、経済的に
著しく大きな意義を有する。
【０００４】
　燃焼残滓は通常、破砕された粒状物として、建築用骨材として使用される。それゆえ、
燃焼残渣品質を改善する目的は、燃焼ベッドまたは燃焼部に後置接続された熱後処理部に
残留する燃焼残渣の可能な限り完全な炭素燃焼および／または焼結および／または溶融を
行うことであり、また、有害物質含有量（たとえばＰＣＤＤ／Ｆ）を小さくすることでも
ある。
【０００５】
　ＤＥ１９９６１３８４Ａ１から、ゴミ燃焼設備から出た火格子灰を熱処理する方法が公
知である。この方法では、燃焼後に火格子灰を回転炉内に案内し、ここで別の燃料によっ
て、酸素を供給して熱処理する。
【０００６】
　それに対してＤＥ１０２１３７８８Ａ１には、別個の装置で後続の処理ステップを行う
ことなく、廃棄物燃焼設備から出た燃焼残渣に作用する方法が開示されている。燃焼残滓
を焼結および／または溶融する工程も、この方法では主燃焼区域の燃焼ベッドで実施され
る。ここで焼結または溶融されなかった燃焼残渣は、燃焼ベッドの通過後に燃焼工程に再
び再循環される。
【０００７】
　しかし、付加的な処理ステップが追加されると必ず、このような処理ステップにおいて
付加的な処理室を使用せずに構成成分を再循環しても、著しく大きな手間が発生し、これ
は燃焼設備の経済性に直接繋がる。このことはとりわけ、２１Ｖｏｌ％を上回る付加的な
高コストの酸素富化が行われる付加的な燃焼残滓処理に当てはまる。しかし、高温は燃焼
残滓を最適化するための基本的な前提条件である。確かに、燃焼空気の酸素富化を行うこ
とによって高い温度レベルが実現されるが、このことが実現されるのは基本的に、固定床
燃焼区域上方のガス室内だけであり、燃焼ベッド全体ではない。このことが、燃焼残滓の
品質を決定する。
【０００８】
　このことを出発点として本発明の課題は、廃棄物燃焼たとえば火格子燃焼で燃焼残滓品
質を改善するための簡単かつ高信頼性で制御可能な次のような方法を提供することである
。すなわち、火格子で固定床燃焼が行われる際でもすでに良好な燃焼残滓品質が実現され
る方法を提供することである。その際には、この方法によってたとえばＮＯｘ等の別の有
害物質の形成および／または燃焼排ガスの熱容量のエネルギー利用の有意な低減が発生し
ないことが特に重要である。
【０００９】
　この課題は、請求項１の特徴を有する方法で解決される。従属請求項に本方法の好適な
実施形態が記載されている。
【００１０】
　前記課題の解決手段は、連続して配置された複数の固定床燃焼区域（燃焼ベッド区域、
燃焼ベッド領域、火格子領域または火格子区域とも称される）を有する燃焼ベッドを使用
する燃焼工程を基礎とし、これらの固定床燃焼区域を、燃焼すべき燃料が燃焼中に連続し
て通過する。通常はこのような燃焼工程は２段階の処理である。すなわち、燃焼の酸素含
有１次ガスを固定床燃焼区域に挿入し、また、固体燃焼時に形成され燃料を多く含む排ガ
スを後燃焼するために同様に酸素含有する２次ガスを、固定床燃焼区域に後置接続された
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排ガス燃焼区域に挿入する。
【００１１】
　このような解決手段の重要な特徴は、前記固定床燃焼区域のうち少なくとも１つの固定
床燃焼区域上方の燃焼室から燃焼ガスを再循環することによって、燃焼ベッド（すなわち
、場合によっては燃焼残滓または灰が形成された固体の燃料）を燃焼火格子上で少なくと
も１つの固定床燃焼区域において加熱することを含む。高温の燃焼ガス部分流は、少なく
とも１つの固定床燃焼区域上方の燃焼室から直接分岐され、少なくとも１つの後続の固定
床燃焼区域の燃焼ベッドに通される。この少なくとも１つの後続の固定床燃焼区域は、有
利には最後の固定床燃焼区域である。ここでは、燃焼室内において燃焼によって発生した
燃焼ガスの高い温度が、有利には、上記の後続の固定床燃焼区域内の燃焼ベッドにおける
温度をさらに付加的に上昇するのに使用される。この後続の固定床燃焼区域は、有利には
最後の固定床燃焼区域のうち少なくとも１つの固定床燃焼区域である。
【００１２】
　上記で述べられたように、火格子燃焼設備で燃焼が行われている間、燃料はすべての固
定床燃焼区域を連続的に通過し、上流（第１）の固定床燃焼区域に通過することにより、
灰および燃焼残滓成分が形成される燃料の可燃性成分の燃焼が向上する。その際には、こ
のような後続の固定床燃焼区域において、有利には最後の固定床燃焼区域においてこの燃
焼残滓成分が積層され、固体の燃焼がすでに大幅に行われていることにより、ここで、こ
の火格子区域に供給された低温の１次ガスによって基本的に、低温の温度レベルが発生す
る。高温の燃焼ガスを後続の固定床燃焼区域によって上記の燃焼から、有利には最後の固
定床燃焼区域のうち１つの固定床燃焼区域によって上記のように方向転換することにより
、ここで燃焼残滓成分が所期のように加熱され、品質が改善された燃焼残滓が得られる焼
結を実現することができる。このようにしてすでにこの燃焼残滓は、品質が改善された焼
結最終生成物として固定床燃焼区域を出る。熱後処理は、必ずしも行う必要がなくなった
。また、燃焼残滓を焼結するために高コストの酸素を供給する必要もなくなる。
【００１３】
　以下で本発明を、図面に基づいて詳述する。
【００１４】
　図面
　図１　例として４つの固定床燃焼区域を有する火格子燃焼設備の燃焼ベッドの基本図で
ある。
　図２　ゴミ燃焼設備（ＴＡＭＡＲＡ）で測定された異なる典型的な軸方向の温度経過を
示し、また、図１の固定床燃焼区域を横軸にして燃焼ベッド上方の酸素濃度と炭素燃焼量
とをプロットしている。
　図３　２段階の燃焼設備を示す基本図であり、最後の固定床燃焼区域を通って行われる
燃焼ガス成分の方向転換を概略的に示す。
　図４ａおよび４ｂ　固定床燃焼区域を横軸にして、異なる試験の火格子温度と排煙温度
とをプロットして示す図である。
　図５ａおよび５ｂ　図４ａおよび４ｂに示された試験で得られた燃焼残滓中の未燃焼の
残留炭素および塩化物の濃度を示す。
　図６　図４および５に示された試験の枠内で得られた燃焼残滓の測定された毒性当量（
ＴＥｑ）を示す。
【００１５】
　図１に示されたような従来の火格子燃焼設備の燃焼ベッドは、固体燃料（燃焼ベッド１
４）が燃焼中に連続して通過する４つの固定床燃焼区域Ｐ１～Ｐ４を有する燃焼火格子１
を備えている。その際には、燃焼火格子上の固体燃料の燃焼は、次の部分処理を通過する
こと、すなわち乾燥処理２、揮発性のゴミ構成成分の脱ガス処理３、残留炭素の燃焼処理
４、および火格子灰の焼結処理５を通過することが理想的と考えられている。実際の設備
では、とりわけ前送り火格子の場合には混合は非常に悪い。それゆえ、火格子長さ６上で
これらの部分処理は相互に重なる。固体の燃焼は基本的に、燃焼ベッド表面から燃焼火格
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子の方向に行われる。このような特性により、燃焼ベッド厚さ方向に顕著な垂直方向の温
度プロフィールが生じる。通常は燃焼中は、下方から燃焼火格子１のすべての固定床燃焼
区域を通って、酸素を含有する１次ガスの供給７が行われる。
【００１６】
　固体燃料の可燃性成分は主に、乾燥２後の脱ガス３時に分離される揮発性の成分に集中
する。脱ガスで分離された高発熱量のこのようなガスは、局所的に１次ガスを有する酸素
に依存して部分的に燃焼し、その大部分は燃焼ベッドの上方で燃焼することにより、局所
的な排ガス温度が大きく上昇する。
【００１７】
　脱ガス後に燃焼ベッドに残った固化された炭素、いわゆる残留炭素は、炭素インベント
リーの非常に小さい割合でしかないが、完全燃焼するのに必要とする時間は格段に長い。
それゆえ、残留炭素燃焼のための領域は、燃焼火格子の過度に大きな領域を占める。固化
した炭素の燃焼速度を温度上昇によって上昇することにより、一般的には燃焼残滓品質の
改善（低いＣｌ濃度、ＴＯＣ濃度およびＰＣＤＤ／Ｆ濃度）の他に、燃料処理量の増大も
実現することができる。
【００１８】
　残留炭素の燃焼速度はとりわけ、燃焼ベッドの局所温度と、最後の固定床燃焼区域にお
ける酸素供給量とに依存する。このような状況は、燃焼ベッド上方の排ガスにおける温度
プロフィールと比較して、燃焼火格子における最大温度の異なる位置で現れる。
【００１９】
　図２に、燃焼室の４つの固定床燃焼区域Ｐ１～Ｐ４を横軸にして、ゴミ燃焼設備（Fors
chungszentrum Karlsruhe の TAMARA）で測定された典型的な軸方向の温度経過８（単位
℃）と、燃焼ベッドの炭素燃焼で検出された濃度９（単位％）と、該燃焼ベッド上方の酸
素濃度１３（単位Ｖｏｌ％）とがプロットされている。ここで燃焼された固体燃料は、２
９％の水と、３９％の揮発性成分と、５％の残留炭素と、２７％の灰とから組成されるの
で、家庭ゴミの典型的な組成を代表する。燃焼室上方の温度経過１０と火格子表面で直接
測定された温度経過１１（燃料ないしは灰層の下限を熱電対によって測定した）との間に
、これらの値の間で部分的に著しい温度勾配が現れている。とりわけ最初の２つの固定床
燃焼区域Ｐ１およびＰ２ですでに高い排ガス温度が現れたのに対し、燃焼ベッドにおける
温度は、固体燃料の最初の乾燥２と排ガス３とによって低く抑えられている。ここでは、
燃焼火格子上の燃料および燃焼残滓の熱伝導度はごく非常に低く、とりわけ前送り火格子
の場合には（図１を参照されたい）、燃料層厚さ（燃焼ベッド厚さ）にわたって該燃料お
よび燃焼残滓を垂直方向に混合することは不十分にしか行われないことを考慮すべきであ
る。燃焼室から燃料（燃焼ベッド）への放射熱は燃焼ベッドの上層にのみ作用するので、
燃焼火格子を最適化するために該燃焼火格子上で燃焼残滓層の厚さ全体にわたって焼結を
行うために使用可能な放射熱はごく非常に制限されている。
【００２０】
　さらに図２には、燃焼ベッドにおける全炭素含有量の燃焼曲線１２と、該燃焼ベッド上
方の酸素濃度１３とが示されている。主燃焼区域（固定床燃焼区域Ｐ２）の局所炭素燃焼
速度は高いので、酸素消費量も多い。このことは酸素濃度１３のＯ２最小値に現れている
。ここでの高発熱量の揮発性成分の分離量は大きく、１次空気を介して局所的に得られる
酸素は、燃焼ベッド中および該燃焼ベッド上方で直接行われる完全な酸化を保証するのに
十分でない。それゆえ完全なガス燃焼は、後置接続された排ガス燃焼区域（図３中の１９
を参照されたい）において２次ガスを噴入して（図３中の２０を参照されたい）行われる
。
【００２１】
　火格子長さ全体にわたって、とりわけ燃焼ベッドの上記の主燃焼区域より下流で、燃焼
ベッドにおける炭素濃度１２は連続的に下降し、０に漸近する。実際の設備では通常、Ｔ
ＯＣ含有率（ＴＯＣ：全有機炭素含有率）は約１％に達する。固定床燃焼区域Ｐ３から実
質的に、固化された炭素（残留炭素）の燃焼が行われる。その後、固定床燃焼区域Ｐ４に
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おいて測定温度は有意に低減する。このことは、この固定床燃焼区域において供給される
１次空気が過剰になることで、燃焼ベッドにおける残留炭素含有量と比較して、化学量論
比的に過剰量が高くなることに起因する。酸素濃度１３は約１８％に上昇する。
【００２２】
　固定床燃焼区域Ｐ４における１次ガスのこのような過剰量により、燃焼ベッドの冷却が
発生して固化炭素の燃焼速度が低減し、ちょうどこの領域において、灰成分および燃料残
滓成分が良好に焼結されるのが阻止されるので、このことは望ましくない。この固定床燃
焼区域における１次ガス供給の絞りは限られた範囲でのみ行える。というのも、燃焼残滓
‐灰層が不均質であり、とりわけ該燃焼残滓‐灰層の有孔度の分布が不均質であることに
より、局所的な流動抵抗は燃焼面積にわたって一定に分布されず、線束形成に好影響が及
ぼされる。１次ガスは最低抵抗の経路を探し当てるので、灰燃焼残滓層（燃焼ベッド）の
通流が不均質になる。しかし、燃焼残滓／灰領域全体の良好な均質の炭素燃焼を実現する
ためには、酸素を含有するガスを有する灰‐燃焼残滓層の通流が高温で可能な限り均質で
行われなければならない。
【００２３】
　図３に、冒頭に挙げられた形式の２段階の燃焼設備が示されているが、ここでは上記で
提起された課題を解決するための手段として、最後の固定床燃焼区域による燃焼ガス成分
の方向転換が概略的に図示されている。この設備は基本的に、燃料用の入口１６と燃焼残
滓または別の固体の燃焼生成物用の出口１７（図１中の燃料輸送方向１８参照）と燃焼室
に後置接続された、排ガス取出し口中の排ガス燃焼区域１９とを備えた燃焼室１５に設け
られた燃焼火格子１上の燃料ベッド１４からなる。燃焼室１５はすべての固定床燃焼区域
Ｐ１～Ｐ４をカバーし、これらの固定床燃焼区域Ｐ１～Ｐ４を燃料が燃焼ベッドで連続的
に通過する。固定床燃焼区域Ｐ１～Ｐ３をそのつど燃焼火格子が通流し、その際には、各
固定床燃焼区域ごとに酸素を含有する１次ガス７が個別に供給される。それに対し、この
実施形態では固定床燃焼区域Ｐ４では１次ガスはこの燃焼ベッドを通流しない。後置接続
された排ガス燃焼区域１９において排ガス取出し口において酸素含有の２次ガス噴入２０
が行なわれる。
【００２４】
　固体燃料の燃焼２１（図３では、火炎の記号表示によってのみ示されている）の場所は
主に、固定床燃焼区域Ｐ２の領域において生じ、固定床燃焼区域Ｐ１～Ｐ４内では必然的
に、異なる燃焼状態が存在する（図２参照）。このような異なる燃焼状態はとりわけ、燃
料の燃焼進行と温度とに起因する。
【００２５】
　良好な燃焼残滓品質は、残留炭素（ＴＯＣ）および塩化物ならびに有機有毒物質（たと
えばＰＣＤＤ／Ｆ）の濃度が低いことを特徴とする。このことは、燃焼残滓が高温で火格
子の後半（たとえば固定床燃焼区域Ｐ３およびＰ４）に滞留する時間が十分に長いことに
よって保証され、とりわけ最後の固定床燃焼区域Ｐ４に滞留する時間が十分に長いことに
よって保証される。しかし、燃焼ベッド温度が１０００℃を超えること、有利には１１０
０℃（燃焼残滓融点）を超えることを回避しなければならない。というのもこのことによ
り、火格子が損傷または破壊してしまうからである。
【００２６】
　固定床燃焼区域Ｐ４の燃焼ベッドにおける温度を所望の温度に調整することは有利には
、通流する（すなわち吸引される）燃焼ガス量を制御するか、または吸入動作（燃焼ガス
通流）または１次ガス供給（１次ガス通流）を時間的に（すなわち周期的に）切り換える
ことによって行われる。
【００２７】
　良好な焼結生成物を保証するためには、最後の（または上記の後続の）固定床燃焼区域
の燃焼火格子で１０分を上回る燃焼ベッドの滞留時間で測定された最低温度が６００℃で
ある必要がある。これを上回る焼結温度は通常、単位℃で表される燃料残滓融点の少なく
とも６０～７０％である。有利には、固定床燃焼区域Ｐ４における燃焼ベッド温度は燃焼
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残滓層の表面で、有利には放射高温計によって測定された場合、８００℃～最大１０００
℃である。
【００２８】
　最後の固定床燃焼区域Ｐ４において焼結が行われる際の燃焼残滓の長い滞留時間は、火
格子速度を低くすることによって調整することができる。このようにして増大する高い燃
焼残滓層は、混合が悪いために、顕著な温度勾配を有する。この固定床燃焼区域に下方か
ら低温の１次ガスが接近すると、燃焼残滓ベッドが冷却され、この領域において行われる
炭素燃焼量はなおもごく僅かになってしまう。
【００２９】
　焼結温度と融点との間の上記の温度レベル、有利には８００～１０００℃の間の上記の
温度レベルを実現するためには、燃焼ガスを燃焼室から分岐して、有利には、固定床燃焼
区域Ｐ４における燃焼ベッドを通流するのに、可能な限り短い経路を通るように方向転換
する。その際には、燃焼室からの燃焼ガスを有利には１つの温度レベルで（図２参照、た
とえば約９００℃の温度特性１０の温度レベルで）、すなわち固定床燃焼区域Ｐ２および
Ｐ３にわたる領域で分岐し、直接、すなわち有利には上方から下方へ固定床燃焼区域Ｐ４

における燃焼ベッドを通って案内されるが、このことは限定的ではない。このようにして
、固定床燃焼区域Ｐ４において燃焼残滓成分を有する燃焼ベッドを水平方向に完全に通流
し、ひいては、燃焼ベッドにおけるすべての燃焼残滓成分が焼結温度を超える温度まで、
有利には８００℃を超える温度まで加熱される（図２参照、約５００～７００℃、温度経
過１１）。次に、固定床燃焼区域Ｐ４において燃焼火格子１を通流する燃焼ガスが１次ガ
ス供給部７に供給されるか、または燃焼火格子上方で再び燃焼室に供給されることにより
、高温の燃焼ガスの再循環２２が行われる。
【００３０】
　Ｐ４から再循環されるガスはまだ著しく高い酸素含有率を有するので、Ｐ２からの高発
熱量の燃焼ガスが部分的に後燃焼される。このことにより、燃焼室内の温度が上昇する（
図４ａを参照されたい）。このようにして高くなった燃焼ガスの温度レベルにより、固定
床燃焼区域Ｐ４の燃焼ベッド内の温度も上昇する。
【００３１】
　また、燃焼ガスまたは排ガスは、固定床燃焼区域Ｐ４における燃焼ベッドの残留炭素燃
焼に十分な酸素量を有することも重要である。
【００３２】
　有利には、燃焼ガスは上方から下方へ燃焼ベッドを通って循環手段によって、有利には
噴射装置または高温ガス送風機を使用して再循環される。このような循環手段は有利には
、最後の火格子区域内の燃焼火格子１下方に吸入装置として配置される。その際には、燃
焼ガスは有利には、燃焼ベッドへの熱の大部分を排出する。区域４の燃焼火格子の下方の
熱損失と、場合によっては少量の低温ガス（有利には空気）が添加混合されることとによ
り、温度に対して比較的脆弱な可動の設備部品（燃焼火格子、循環手段）が大事に扱われ
るようになる。吸引される燃焼ガス量（または酸素成分を含む排ガス量）は、最大許容火
格子温度（および、燃焼残滓の上記の融点）に相応して制限される。燃焼火格子下方では
、排ガス中のＯ２含有量とＣＯ含有量とが測定される。着火性の混合物（ＣＯ＝空気中で
は１２．５～７４Ｖｏｌ％、着火温度Ｔ＝６２０℃）は非常にあり得ない。最低Ｏ２濃度
（約１０Ｖｏｌ％）を下回り、最大ＣＯ濃度（約１Ｖｏｌ％）を超える場合、上流に位置
する固定床燃焼区域Ｐ３内の１次空気が上昇される。
【００３３】
　図４ａおよび４ｂは、火格子燃焼を行うゴミ燃焼設備（Forschungszentrum Karlsruhe 
の TAMARA）で３つの試験（Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３）で上記の４つの固定床燃焼区域にわたっ
て検出された火格子温度２３（図４ａ）および排煙温度２４（燃焼室内の燃焼ガス温度、
図４ｂ）を、これらの固定床燃焼区域にわたってプロットする。図５ａおよび５ｂは、上
記の３つの試験で得られた燃焼残滓中のＴＯＣ濃度２５（単位％）（図５ａ参照）および
塩化物含有量２６（単位ｍｇ／ｋｇ）（図５ｂ参照）を表す（ドライサンプリング）。こ
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こでは、噴射装置を使用して最後の固定床燃焼区域における燃焼ベッドを通って行われる
再循環される燃焼ガスの吸引が行われ、また、固定床燃焼区域Ｐ２の上方の燃焼室内に再
循環される燃焼ガスがフィードバックされる。
【００３４】
　試験Ｖ１は、本発明による燃焼ガスの再循環を行わない基準試験として行われた。固定
床燃焼区域Ｐ１～Ｐ４を、５０／１００／１００／５０ｍ３／ｈの１次ガスが通流した。
燃料が個々の固定床燃焼区域Ｐ１～Ｐ４内において滞留する燃料滞留時間は火格子駆動装
置を介して調整され、前記１次ガスに相応するこのような燃料滞留時間は３００／３００
／６００／１２００秒であった。
【００３５】
　それに対して試験Ｖ２およびＶ３は、再循環される燃焼ガスを上記のように上方から下
方へ、固定床燃焼区域Ｐ４における燃焼ベッドを通って吸引して（約３５ｍ３／ｈ）行わ
れた。しかし、１次ガス供給において漏れが存在すると、１次ガス供給量が低減したとし
ても約１５ｍ３／ｈの１次ガス供給が固定床燃焼区域Ｐ４において行われ、燃焼火格子上
方の温度と吸引手段（噴射装置）とに冷却作用すなわち好影響を及ぼす。すなわち、ここ
に存在する機械的部品が大事に扱われる。燃焼火格子下方の吸引される排煙で測定される
温度は、Ｖ１と対照的に２４０℃から４６０℃に上昇している。Ｐ４の燃焼火格子直下の
上記の最小Ｏ２濃度は約１７．８Ｖｏｌ％であり、最大ＣＯ濃度は０．１２Ｖｏｌ％であ
った。燃焼火格子における軸方向の温度プロフィールと燃焼ベッド上方の排ガスにおける
軸方向の温度プロフィールとは、火格子終端部では約１００～１５０℃上昇された（図４
ａおよび４ｂを参照されたい）。ここで顕著なのは、Ｖ１と比較してＴＯＣ濃度（図５ａ
参照）および塩化物含有量（図５ｂ参照）の低減が４倍ないしは３倍であることであり、
このことは有利には、燃焼残滓中のＰＣＤＤ／Ｆ濃度の低減に繋がる。図６は、これらの
試験で得られた燃焼残滓（塩化物濃度（単位％）２８およびＴＯＣ濃度（単位％）２５）
の相応の測定された毒性当量２７を単位ｎｇ／ｋｇ（ＴＥｑ）で示す。
【００３６】
　本方法が燃焼工程に悪影響を及ぼすことや、有害物質が形成されることは検出できなか
った。ＮＯｘの形成は約２０％も低減された。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】例として４つの固定床燃焼区域を有する火格子燃焼設備の燃焼ベッドの基本図で
ある。
【図２】ゴミ燃焼設備（ＴＡＭＡＲＡ）で測定された異なる典型的な軸方向の温度経過を
示し、また、図１の固定床燃焼区域を横軸にして燃焼ベッド上方の酸素濃度と炭素燃焼量
とをプロットしている。
【図３】２段階の燃焼設備を示す基本図であり、最後の固定床燃焼区域を通って行われる
燃焼ガス成分の方向転換を概略的に示す。
【図４】固定床燃焼区域を横軸にして、異なる試験の火格子温度と排煙温度とをプロット
して示す図である。
【図５】図４ａおよび４ｂに示された試験で得られた燃焼残滓中の未燃焼の残留炭素およ
び塩化物の濃度を示す。
【図６】図４および５に示された試験の枠内で得られた燃焼残滓の測定された毒性当量（
ＴＥｑ）を示す。
【符号の説明】
【００３８】
　１　　燃焼火格子
　２　　乾燥工程
　３　　脱ガス工程
　４　　燃焼工程
　５　　火格子灰の焼結工程
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　６　　火格子長さ
　７　　１次ガス供給
　８　　温度経過（℃）
　９　　濃度
　１０　燃焼ベッド上方の温度
　１１　火格子表面上に直接存在する温度
　１２　炭素燃焼量（％）
　１３　燃焼ベッド上方の酸素濃度
　１４　燃焼ベッド
　１５　燃焼室
　１６　入口
　１７　出口
　１８　燃料輸送方向
　１９　排ガス燃焼区域
　２０　２次ガス噴入
　２１　燃焼
　２２　再循環
　２３　火格子温度（℃）
　２４　排煙温度（℃）
　２５　ＴＯＣ濃度（％）
　２６　塩化物濃度（単位ｐｐｍ）
　２７　ＰＣＤＤ／Ｆ毒性当量ＴＥｑ（ｎｇ／ｋｇ）
　２８　塩化物濃度（単位％）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４ａ】
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【図５ｂ】

【図６】
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